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問い合わせ先

市立保健センター   （ 23-7134）
　健康増進課 ☎ 31-0214
　子ども家庭支援課 ☎ 31-1381
　子ども福祉課 ☎ 31-0243
　地域医療対策室 ☎ 31-0213
美都総合支所 ☎ 52-2312
匹見総合支所 ☎ 56-0302
メールアドレス
hoken-center@city.masuda.lg.jp

　
① 40～ 74 歳で
益田市国民健康保険加入者の方

③ 39歳以下の方、職場で健診を受ける
機会のない方等

② 75歳以上の方
後期高齢者医療保険加入者の方

※国保人間ドックを受診される方には発行しません

・	対象の方には、市から『受診券』を郵送します。

・	現在治療中の方も対象です。
受診券を使って年に 1 回は必ず、特定健診を受診し、
生活習慣病の芽を小さなうちに見つけましょう。

・料金：500 円

・39 歳以下の方
・職場で健診を受ける機会のない方
・生活保護世帯の方
・料金：500 円（生活保護世帯の方は無料）

・	治療中の方は、必ず主治医・かかりつけ医へご相談
ください。
・料金：無料

ご提供いただくと…

益田市国民健康保険加入者の方が勤務先で健診を受
診された場合、その方の健診結果を市で把握すること
ができません。
 受診後は健診結果を保険課または健康増進課へご提
供ください。
　※ 次のいずれかの方法でご提供ください。
　　　・健診結果の用紙を窓口へ提示
　　　・健診結果の写しを郵送
　※ 提供先…保険課または健康増進課

【問い合わせ先】　市保険課　　　☎ 31-0212
　　　　　　　　市健康増進課　☎ 31-0214

① その方に適した情報提供や生活改善のアドバイス
ができます。

② 特定健診受診者として登録ができ、受診率が向上し
ます。

③ 特定健診受診率の向上により、国からの補助金増額
が見込まれ、国保財政の改善につながります。

④ 健診結果をデータ化し、国保加入者の健康状況を分
析し、これに即した保健事業を組み立てます。

⑤ 健康な人が増え医療費が少なくなると、国保税上昇
の抑制につながります。

　

益
田
市
健
康
づ
く
り
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
を
広
報
ま
す
だ
4
月
号

に
あ
わ
せ
て
各
戸
に
配
布
し
ま

し
た
。

　

各
種
健
診
（
検
診
）
や
教
室

に
関
す
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
等
を

掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
ご
活
用

く
だ
さ
い
。

　
掲
載
し
て
い
る
内
容
の
追
加

や
変
更
は
、
広
報
ま
す
だ
、
お

知
ら
せ
放
送
等
で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

※�

掲
載
し
て
い
る
内
容
は
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、

急
き
ょ
日
程
を
変
更
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。変
更
の
際
は
お
知
ら
せ
放
送

等
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

『
令
和
3
年
度
益
田
市
健
康

 

づ
く
り
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』を

　
　
　
　
　

配
布
し
ま
し
た
。

健診って

大事だね…

健康診査（特定健診）はじまります！！
今年度も 11月まで実施予定です。

　

毎
年
6
月
に
開
催
し
て
い
ま

し
た
益
田
鹿
足
歯
科
医
師
会
、
益

田
地
区
歯
科
衛
生
士
会
主
催
の

「
歯
と
口
の
健
康
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ

ル
」
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
拡
大
防
止
の
た
め
中
止
し

ま
す
。

　

①
自
宅
で
の
体
温
測
定

　

②
マ
ス
ク
の
着
用

　

③
手
指
の
消
毒

※ 

な
お
、
次
に
該
当
す
る
場
合
は

受
診
を
控
え
て
く
だ
さ
い
。

　

①
発
熱
が
あ
る

　

② 

風
邪
症
状
等
の
体
調
不
良
が

あ
る

「 

歯
と
口
の
健
康
フ
ェ
ス
テ
ィ

バ
ル
」
中
止
の
お
知
ら
せ

各
種
健
診（
検
診
）を
受
診
す

る
際
は
、
次
の
こ
と
に
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

期間：6月1日～11月30日
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大
切
な
人
を
自
死
で
突
然
失
う
衝

撃
。
こ
れ
以
上
つ
ら
い
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。
で
も
、
ど
う
か
一
人
で
悩

ま
な
い
で
く
だ
さ
い
。
一
緒
に
痛
み

を
語
り
合
い
ま
せ
ん
か
…
。
自
死
遺

族
だ
け
で
運
営
し
、
秘
密
は
固
く
守

ら
れ
ま
す
。

日 　

6
月
26
日
㈯

　
　

14
：
00
～
17
：
00   

　
　
（
偶
数
月
の
第
４
土
曜
日
）   

場 　

市
立
市
民
学
習
セ
ン
タ
ー

　
　

2
0
3
研
修
室

問　

し
ま
ね
分
か
ち
合
い
の
会
・
虹

　
　
（
事
務
局
：
桑
原
）

☎
0
9
0
・
4
6
9
2
・
5
9
6
0

　
（
24
時
間
対
応
）

自
死
遺
族

分
か
ち
合
い
の
つ
ど
い

・
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
は
肝
臓
が
ん
の
主

原
因
で
す
。

・
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
て
い
る
か
ど

う
か
は
、
検
査
を
し
な
け
れ
ば
分

か
り
ま
せ
ん
。

・
一
生
の
う
ち
、
必
ず
一
度
は
検
査

を
受
け
ま
し
ょ
う
。

※
そ
の「
一
度
」を
1
日
で
も
早
く
！

あ
な
た
と
、
あ
な
た
の
家
族
の
た

め
に 

…

対
象
者　

40
歳
以
上
の
方

　

※ 

保
険
の
種
別
に
関
係
な
く
誰
で

も
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

※ 

過
去
に
市
の
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
査

受
診
済
の
方
は
対
象
外
で
す
。

料
金　

5
0
0
円

　

※ 

生
活
保
護
世
帯
、
下
記
の
節
目
年

齢
に
該
当
す
る
方
は
無
料
で
す
。

　

※�

40
歳
の
方
に
は
、
５
月
下
旬
に
無

料
券
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

　

※ 

40
歳
以
外
の
節
目
年
齢
の
方
は

申
込
み
に
よ
り
無
料
券
を
発
行

し
ま
す
。

検
査
期
間　

　

6
月
1
日
㈫
～
11
月
30
日
㈫

※�

指
定
医
療
機
関
等
、
詳
し
く
は

「
益
田
市
健
康
づ
く
り
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
」
9
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

　

早
め
に
医
療
機
関
を
受
診
し
、
定

期
的
な
検
査
や
適
切
な
治
療
を
受
け

ま
し
ょ
う
。

　

Ｂ
型
・
Ｃ
型
肝
炎
は
、
適
時
の
治

療
に
よ
っ
て
が
ん
へ
の
進
行
を
防
ぐ

こ
と
が
期
待
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

　

高
額
な
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ロ
ン
治
療

や
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ロ
ン
フ
リ
ー
治
療

等
へ
の
助
成
制
度
も
あ
り
ま
す
。早

期
治
療
に
つ
な
げ
る
た
め
に
、早
期

の
検
査
が
重
要
で
す
。

問　

 

・
市
健
康
増
進
課 

☎
31
・
0
2
1
4

 

・
美
都
総
合
支
所 

☎
52
・
2
3
1
2

 

・
匹
見
総
合
支
所 

☎
56
・
0
3
0
2

肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
査
を

　
　  
受
け
ま
し
ょ
う
！

ウ
イ
ル
ス
の
感
染
が

　
　
　
わ
か
っ
た
ら
…

40歳 昭和56年4月2日～昭和57年4月1日
45歳 昭和51年4月2日～昭和52年4月1日
50歳 昭和46年4月2日～昭和47年4月1日
55歳 昭和41年4月2日～昭和42年4月1日
60歳 昭和36年4月2日～昭和37年4月1日
65歳 昭和31年4月2日～昭和32年4月1日
70歳 昭和26年4月2日～昭和27年4月1日
75歳 昭和21年4月2日～昭和22年4月1日

…以下に続く

「
受
け
た
こ
と
が
な
い
」

「
分
か
ら
な
い
」
と
い
う
方
は
…

【節目年齢】

こ
こ
ろ
の
相
談

　

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
固
く
守
り

ま
す
。
予
約
が
必
要
で
す
。

日   
6
月
14
日
㈪

　
　

13
：
00
～
15
：
00

場   
益
田
保
健
所

申 
問  
益
田
保
健
所  

健
康
増
進
課

	

☎
31
・
9
5
4
5

 はじまります！！

☆歯周病（歯周疾患）とは…
　細菌の感染によって歯ぐきに炎症が起き、進行すると歯が抜け落ちてしまいます。
　お口の生活習慣病といわれ、全身の病気との関係も注目されています。
　早期発見・早期治療を行えば、悪化を防ぐことができます。この機会に検診を受けましょう！

問  市健康増進課　☎ 31-0214　 23-7134

【対 象 者】 40 歳（昭和 56年生）・50 歳（昭和46年生）・60 歳（昭和36年生）・70 歳（昭和26年生）の方
【料　　金】 500 円　※治療および項目外の検査は実費負担となります。
【持 ち 物】 健康保険証、料金、健康手帳（お持ちの方）
【実施期間】 6月1日㈫～10月31日㈰　※必ず事前にご希望の指定医療機関に予約をしてください。
【検査内容】 問診、口腔内検査（歯および歯肉等のお口の中の状態）
　　　　　  ※検査終了後、実施医療機関から結果説明を行います。

指定医療機関など、詳しくは
「益田市健康づくりガイドブック」

16 ぺージをご覧ください。


